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自殺事案のいじめ重大事態調査結果におけるいじめの特徴 

 

下田 芳幸*1 ・ 吉村 隆之*2 ・ 平田 祐太朗*3 

 

Content analysis of bullying in suicide case reports of children 
 

Yoshiyuki SHIMODA, Takayuki YOSHIMURA, and Yutaro HIRATA 
 

【要約】いじめ重大事態のうち自殺事案の調査結果 40 編におけるいじめの特徴を分析した。その結果，

言語いじめが最も多く確認でき，次いで疎外いじめ，恥辱強要いじめが多かった。また，言語いじめに

関しては，「死ね」や「消えろ」といった語句が多く，疎外いじめには傍観という語句が，そして恥辱

強要いじめには汚い物扱いや告げ口といった語句が，それぞれ多く用いられていた。そしていじめの状

況としては，孤立化やエスカレートに関する語句が多く用いられていたことが確認できた。 

 

【キーワード】いじめ，自殺，重大事態，第三者委員会，調査結果 

 

問題と目的 

 

2013 年のいじめ防止対策推進法施行後のいじ

めの認知件数は，新型コロナウイルス感染拡大に

伴う休校措置のあった 2020（令和 2）年度を除き，

中学校では増加傾向を示している（文部科学省，

2023a）。いじめが被害者に多大な影響を及ぼすこ

とは論を俟たないが（最近のレビューの例として

黒川，2022），心理職はスクールカウンセラー（以

下，SC）といった教育領域での心理の専門家とし

て活躍しており，いじめ問題にも積極的な関与が

求められると思われる。 

いじめ問題への対応に関して本間（2014）は，

「今日のいじめの予防や対応の根幹にある視点は，

いかにしていじめによる子どもの自殺を防ぐか」

であると述べている。SC は学校いじめ対策組織へ

の参画が求められており，自殺に至ったいじめの

特徴に関する基礎的知見から実践的な示唆を得る

ことは，本間（2014）の指摘する自殺予防を含む

いじめ対策に適う知見を，SC をはじめとする教育

領域の心理職に提供しうるという点で，意義があ

ると思われる。本研究はこの観点から，いじめの

影響が疑われた自殺事案の調査結果における，い

じめの特徴の分析を試みるものである。 

いじめによる自殺事案は，いじめ防止対策推進

法において「重大事態」と定義されている。自殺

既遂を含む「生命」の重大事態の発生件数は，新

型コロナウイルス感染拡大に伴う休校措置のあっ

た 2020（令和 2）年度を除き，2016（平成 28）年

度以降 50 件台で推移していたが，2022（令和 4）

年度は 76 件となっている（文部科学省，2023a）。 

重大事態については原則として，いじめ防止対

策推進法や国のいじめ防止に関する基本方針（文

部科学省，2017a）に基づき，学校や学校の設置者

等が設置する第三者委員会による調査が行われる

（なお，第三者を含まない調査組織が調査に当た

ることもあるが，先行研究の多くが第三者委員会

と表記している現状を考慮し，本研究では第三者

委員会と表記する）。この調査の目的は「事実関係

を明確にすること」であり（文部科学省，2017a，

2017b），特に自殺事案については，「今後の自殺予

防・再発防止に調査結果を役立てることが必要」

とされる（文部科学省，2014）。そのため，自殺に

至ったいじめの態様や状況・プロセスに関する基
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礎的知見を得ることを目的とする本研究は，心理

職の立場からの調査結果の活用という，社会的な

要請に適うものと思われる。 

さらに，第三者委員会には心理の専門家の参加

が求められており（文部科学省，2017a，2017b），

心理職が重大事態の調査に携わる機会も少なくな

いと考えられる。加えて，重大事態調査の調査結

果は文部科学省とこども家庭庁が連携して分析し，

いじめ防止対策の強化に向けた検討を行う予定と

なっている（文部科学省，2023b）。心理学の立場

から重大事態調査の分析を行うことは，社会的な

動向からも意義があると思われる。 

しかしながら，自殺に限らず，重大事態の調査

結果を分析した研究は極めて数が少ない。自殺に

限定されない研究では，学校いじめ対策組織や重

大事態の調査の課題を検討したもの（酒井，2020a），

学校の責務等を検討したもの（中村，2020），再発

防止策の傾向を概観したもの（亀田・会沢，2020）

などが散見される程度である。自殺事案に限って

も，調査結果の記載の仕方を検討したもの（東・

中村，2019）や教員の意識改革の必要性等を例示

するもの（酒井，2020b），あるいは希死念慮の表

明の有無や学校の要因を検討したもの（中西，2020）

が確認できる程度であり，本研究が目的とする，

自殺事案におけるいじめの態様や状況・プロセス

の特徴を体系的に分析したものは見当たらない。 

なお，重大事態の調査結果に限らずいじめと自

殺との関連性を検証した研究は極めて乏しく，こ

の点に実証的な知見で答えることは難しいとの指

摘がある（勝又・松本，2021）。また，日本のいじ

めは諸外国と比べ，「仲間はずれや無視などの『目

に見えにくい』攻撃的な行為」（滝，2007）や「集

合的な関係性攻撃」（金綱，2015）が特徴的とされ

る。そのためいじめと自殺の検討に際しても日本

のいじめの特徴を踏まえる必要があると考えられ，

いじめ自殺の調査結果を分析するという手法は，

いじめと自殺との関連を検討する際の重要なアプ

ローチであると考えられる。 

このように，日本におけるいじめと自殺との関

連性についての研究は極めて乏しいのみならず，

関連性を考察する際に参照可能な理論に関する情

報も極めて限られるのが現状である。その中で中

井（1997）は，いじめが悪化していく過程として，

「孤立化」，「無力化」，「透明化」という段階を提

示した論考を行っている。加えて近年，自殺予防

の専門家である松本（2016）や勝又・松本（2021）

が，Joiner, Van Orden, Witte et al.（2009）の「自殺

の対人関係理論」を援用し，いじめが自殺に至る

プロセスについて論考している。そこで本研究は，

参照可能な理論の検討に関する端緒として，これ

らの論考を援用して考察することを試る。 

以上より本研究は，いじめの自殺事案における

第三者委員会の調査結果を分析し，いじめの態様

や状況・プロセスの特徴を明らかにすること，そ

して中井（1997）や，松本（2016）あるいは勝又・

松本（2021）が論考した理論的観点の適用可能性

を検討することを目的とする。 

なお，後述する手順で収集された調査結果にお

いては，第三者委員会がいじめの事実を認定した

上で，いじめから自殺への影響を認定した調査結

果（以下，認定結果）と，明確な認定がされなか

ったり否定的な表現をしたりしている調査結果

（以下，未認定結果）が確認された。両者の間に

は，いじめの態様や状況・プロセスに関する言及

の仕方が異なる可能性も想定されたことから，両

者を比較する形で分析を行うこととする。 

 

方 法 

 

調査結果の収集 

調査結果の収集について，まず，一般的なイン

ターネット検索によって収集を試みたが，検索結

果は社会的な注目を集めた事案に偏っており，幅

広い収集に至らなかった。そこで，新聞記事に掲

載された事案は社会的注目が高く調査結果が公表

される可能性が高いと想定し，朝日新聞および読

売新聞のデータベースにて「いじめ」と「自殺」

の語句を用いて記事を検索した。2019 年 1 月から

2023年 3月末までの間に複数回検索を行ったとこ

ろ，いじめ防止対策推進法の公布以降で 92 の事案
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が確認できた。そこで各事案が発生した自治体の

ウェブサイトを確認したところ，固有名詞等が伏

せられた程度の報告書本体に準じるもの，内容を

数枚程度にまとめた要約版と思われるもの，1 枚

程度にまとめた概要版と思われるものなど，多様

な形式で 50 編の調査結果が入手できた。 

次に，調査結果の内容を確認したところ，第三

者委員会がいじめを認定しなかったものが 6 編，

いじめは認定されているものの自殺への影響の記

載が確認できないものが 2 編（指導死に関する調

査が主目的であったためと推測される），認定され

たいじめの内容や自殺への影響に関する箇所が非

公開のものが 2 編確認された。これらを除外し，

残りの40編を分析の対象とした（認定結果26編，

未認定結果 14 編。Table 1 参照）。 

分析データの抽出手順 

分析に用いたのが調査結果というテキストデー

タである点を考慮し，本研究では計量テキスト分

析を採用した。データは，いじめ事実の認定に関

する節の結論部分など，内容や特徴を端的にまと

めた箇所から抽出した（以降，分析に用いた語句

を〔 〕で表記する）。なお分析の都合上，具体的

な部活動名は〔部活動〕，インターネット上のやり

取りは〔SNS〕とするなど，一部の語句の表記を

統一した。 

いじめの態様の分析手順 

いじめの態様は文部科学省調査に準じて分類し

た。簡便のため本研究では，文部科学省調査の「冷

やかし・からかい・悪口・脅し文句・嫌なことを

言われる」を言語いじめ，「仲間はずれ・集団によ

る無視」を疎外いじめ，「ぶつかられる・遊ぶふり

をして叩かれる・蹴られる」を有形力いじめ，「金

品を隠される・盗まれる・壊される・捨てられる」

を器物損壊いじめ，「嫌なことや恥ずかしいこと，

危険なことをされる・させられる」を恥辱強要い

じめ，「パソコンや携帯電話等での誹謗中傷・いや

なことをされる」はインターネットいじめ，と表

記した（「金品をたかられる」は 2 編しか確認でき

なかったため除外した）。なお，笑う・あだ名など

は冷やかしやからかいに近いと判断して言語いじ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めに，睨まれる・汚い物扱いなどは嫌なことをさ

れることから恥辱強要いじめに，傍観行為は疎外

いじめに分類した。 

多かったいじめの態様の特徴の分析手順 

後述する分析で多く確認された言語・疎外・恥

辱強要のいじめについては，その特徴を検討する

ため，該当する調査結果の 1 割以上に出現した語

句を用い共起ネットワークを作成した。分析に先
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立ち，語句の表記が異なることで同じ内容のいじ

めが少なくなり分析対象から除外されたり結果が

複雑になったりすることを避けるため，同一内容

と判断された語句の表記を統一した（例：仲間か

ら省く，は〔仲間外れ〕）。そして，認定/未認定の

対比を加味して分析するため，いじめと自殺との

関連性の認定/未認定を外部変数とする共起ネッ

トワークを作成した。 

なお，言語いじめは具体的な発言内容も記載さ

れることが多く，その内容を整理することで，自

殺に追い込むいじめの特徴理解や言葉遣いの指導

といった実践に有益な知見が得られると考えられ

たことから，発言内容も含めて分析した。 

いじめの状況・プロセスに関する分析手順 

前項と同じように，同一の内容と判断された語

句の表記を統一し（例：激化，深刻化は〔エスカ

レート〕），認定/未認定を外部変数とする共起ネッ

トワークを作成した。なお，いじめの状況・プロ

セスに関する語句がなかった調査結果については，

参考のため，〔記載なし〕の語句を加えて分析した。 

 

結 果 

 

計量テキスト分析には，KH Coder ver.3.Beta.07b

（樋口，2020）を使用した。なお，分析対象とな

った語句は多岐に渡り，多義的，一般的な語句も

多かった。限られた紙面で全てに言及できないこ

とから，以降では本研究の目的に照らし，いじめ

の態様や，状況・プロセスの特徴を検討するのに

寄与すると考えられる語句を中心に考察する。 

いじめの態様の分析結果 

いじめの態様について分類し，認定/未認定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれで該当する調査結果の数をまとめたもの

を Table 2 に示す。分類の結果，言語いじめが最も

多く，次いで疎外いじめ，そして恥辱強要いじめ

の順となった。認定/未認定結果でいじめの態様に

偏りがあるかを検討するためにカイ二乗検定を行

ったが，結果は有意でなかった（χ2(5)=4.17，p>.05，

Cramer's V=0.19）。また，いじめの態様の数が異な

るかを検討するためにウェルチの t 検定を行った

が，結果は有意でなかった（t(27.96)=1.61，p>.05，

Cohen’s d=0.52）。 

言語，疎外，および恥辱強要いじめの分析結果 

言語いじめがあった調査結果は 34 編であった

ことから，約 1 割に当たる 3 編以上に出現した語

句を対象に共起ネットワークを作成した（Figure 

1）。なお得られた語句の整理の都合上，著者らの

合議の上，言われた内容に関するものとそれ以外

（対象・場所に関する語句およびその他の語句）

に分類して提示している。分析の結果，未認定結

果に特徴的な語句は確認されなかった。両者に共

通して多かったのは〔からかい〕や〔悪口〕，（〔外

見〕の）〔あだ名〕などであった。そして認定結果

には，〔死ぬ〕（主に「死ね」という使用），〔消え

る〕（主に「消えろ」といった使用）といった存在

否定の語句，〔揶揄〕や〔笑う〕といった侮蔑的な

語句も多かった。 

次に，疎外いじめがあった調査結果は 20 編であ

ったことから，約 1 割にあたる 2 編以上に出現し

た語句を対象に共起ネットワークを作成した

（Figure 2）。その結果，未認定結果に特徴的な語

句は確認されず，両者に共通して多かったのは〔仲

間外れ〕と〔無視〕であった。そして認定結果に

は，〔傍観〕も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語 疎外 有形力
器物
損壊

恥辱
強要

インター
ネット

認定結果 23 14 12 8 15 7
（割合） 88.5% 53.8% 46.2% 30.8% 57.7% 26.9%

未認定結果 11 6 4 1 4 6
（割合） 78.6% 42.9% 28.6% 7.1% 28.6% 42.9%

合計 34 20 16 9 19 13
（割合） 85.8% 50.0% 40.0% 22.5% 47.5% 32.5%

Table 2　いじめの態様の該当数（延べ数）
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最後に，恥辱強要いじめがあった調査結果は 19

編であったことから，約 1 割にあたる 2 編以上に

出現した語句を対象に共起ネットワークを作成し

た（Figure 3）。その結果，未認定結果に特徴的な

語句は確認されず，両者に共通して多かったのは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔嫌がらせ〕や〔確認〕，〔強制〕などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認
定
結
果

未
認
定
結
果無視

傍観

Figure 2 2編以上に出現した

疎外いじめの語句の共起関係

語句が確認された調査結果の数

仲間

外れ

10以上 9～7 6～4

汚い物

扱い

認
定
結
果

未
認
定
結
果

嫌が

らせ

確認教師

9～7 3～1

Fiugre 3 2編以上に出現した

恥辱強要いじめの語句の共起関係

語句が確認された

調査結果の数

強制

性

被害

侵害

告げ

口

注）侵害＝プライバシー侵害
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そして認定結果には，〔汚い物扱い〕が多く，〔告

げ口〕や〔（プライバシー等の）侵害〕なども多か

った。 

いじめの状況・プロセスに関する分析結果 

分析対象となった 40編の 1割に当たる 4編以上

に出現した語句を対象に共起ネットワークを作成

した（Figure 4）。その結果，未認定結果に特徴的

な語句は確認されず，両者に共通して多かったの

は〔継続〕や〔複数〕，そして〔記載なし〕であっ

た。そして認定結果には，〔エスカレート〕と〔孤

立化〕も多かった。 

 

考 察 

 

いじめの態様について 

今回対象となった調査結果では，言語いじめが

最も多く確認された。言語いじめは文部科学省調

査でも最も多く，近年急増していることから（下

田・寺坂・石津ら，2021），言語いじめは未然防止

教育等で優先的に取り上げる必要があると思われ

る。 

一方，疎外いじめや恥辱強要いじめも多かった

が，文部科学省調査で二番目に多いのは有形力い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じめである（下田ら，2021）。問題と目的で述べた

ように，欧米と比較した日本のいじめの特徴とし

て「仲間はずれや無視などの『目に見えにくい』

攻撃的な行為」（滝，2007）や「集合的な関係性攻

撃」（金綱，2015）が挙げられるが，自殺事案にお

いては特に，こういった疎外いじめや恥辱強要い

じめのような，第三者に見えにくい関係性攻撃に

相当するいじめの影響が大きいのかもしれない。

このことから，こういった見えにくいいじめに対

する予防や早期発見の取り組みが，改めて重要で

あるといえそうである。 

なお，いじめ態様の偏りや 1 編あたりの態様の

数について，認定/未認定結果の間で違いは見られ

なかった。そのため，いじめの態様の種類ないし

偏り，あるいは数の多さの違いよりも，後述する

いじめの内容や状況・プロセスといった要因の方

が，第三者委員会によるいじめから自殺への影響

の認定と関連しやすいことも考えられる。 

言語，疎外，および恥辱強要いじめについて 

言語いじめに関して，未認定結果に特徴的な語

句は確認されず，認定/未認定結果に共通して多か

ったのは〔からかい〕，〔悪口〕や〔陰口〕といっ

た，典型的ないじめと解釈可能なものであった。 

一方の認定結果では，「死ね」という死を強いる

語句や，「消えろ」という存在否定の語句も確認で

きた。「死ね」については，文字通り被害者を死に

追いやる影響力の極めて強い語句であることが改

めて確認できたといえる。また「消えろ」に関連

して，中井（1997）のいじめの過程の最初の段階

に「孤立化」が想定されているが，この段階で被

害者は，自分がひとりぼっちの存在であると思い

込まされる，と指摘されている。今回確認された

「消えろ」という発言は，認定/未認定結果に共通

して多かった〔うざい〕とともに被害者の存在を

否定し，被害者に自分を孤独な存在であると思わ

せることで「孤立化」の段階を進行させるような

影響を及ぼしていたことが想定される。 

なお，言語的攻撃に対してはソーシャルスキル

トレーニングや共感性を高めるアプローチが有効

であるとされる（大島・伊藤，2021）。加えて本間

10以上 9～7 6～4

語句が確認された調査結果の数

認
定
結
果

未
認
定
結
果

複数

エスカ

レート

記載

なし

孤立化

継続

Figure 4 4編以上に出現したいじめの

状況・プロセスの語句の共起関係
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（2003）は，いじめ停止に向けて子どもの道徳・

共感性を高める場合には，認知的理解にとどまら

ず感情的側面まで踏み込むことの重要性を指摘し

ている。したがって言語いじめに対して，本研究

で明らかにされた語句の特徴を反映させ感情的側

面にも訴えかけるようなソーシャルスキル教育や

共感性を高めるアプローチの有効性を検討するこ

とが有用と思われる。 

次に，疎外いじめに関して，〔仲間外れ〕と〔無

視〕は認定/未認定結果を問わず多く確認された。

仲間外れは言語いじめや身体的いじめより被害者

が影響を自覚しやすく（久保田，2002），希死感情

の高い子どもの経験率が相対的に高い（伊藤，

2017）。さらに，からかいや嫌な噂などよりも心理

的ストレスなどと強く関連することが指摘されて

いる（Thomas, Chan, Scott et al.，2016）。これらを

踏まえると，〔仲間外れ〕や〔無視〕を経験した被

害者の心理的負担が大きかったことは想像に難く

ない。 

加えて，〔傍観〕が認定結果に多く確認された。

傍観者の存在は中井（1997）の「孤立化」を促進

することに加え，「誰も味方にならないこと」を繰

り返し経験する中で，二段階目の「無力化」のプ

ロセスも進行することが考えられる。また，日本

のいじめ研究の嚆矢といえる森田・清永（1986）

がすでに傍観者の存在や影響力を指摘しているこ

とから，本研究によって改めて，傍観（者）の影

響力の強さが確認されたともいえる。 

こういった疎外いじめに際し，被害者に原因帰

属がなされいじめが許容されやすい可能性が示さ

れている（塚本，2008）。そのため被害者に原因帰

属が生じないよう，いじめはいじめを行う方が悪

い，と伝え続けることが重要であろう。また，傍

観には複数のタイプがあることから（西野・若本，

2022），傍観の種類や理由ないし機能に関する基礎

研究を踏まえた実践的知見を蓄積することが求め

られる。 

続いて，恥辱強要いじめに関して，未認定結果

に特徴的な語句は確認されず，認定/未認定結果に

共通して多かったのは，やや抽象度の高い〔嫌が

らせ〕のほか，〔確認〕や〔強制〕であった。何ら

かの事実を被害者に確認させる行為は，加害者に

とって行為を正当化しやすく，実行されやすいこ

とが考えられる。 

そして認定結果には，〔汚い物扱い〕が多く確認

された。中井（1997）の「孤立化」のいじめとし

て，「いわれのない穢れ」という本研究の汚い物扱

いに相当する行為が挙げられている。認定結果に

〔汚い物扱い〕が多かったことから，穢れとして

の扱いが被害者の自尊感情を低下させ精神状態を

悪化させたり，汚い物を避けるための周囲からの

疎外いじめにつながったりするなどして，自殺の

一因となった可能性が考えられる。 

また，認定結果では，（〔教師〕などへの）〔告げ

口〕も多かった。中井（1997）の二段階目の「無

力化」の段階で加害者は，被害者に「誰も味方に

ならないことを繰り返し味わわせる」とされる。

そのため，告げ口の結果生じたと予想される教師

からの叱責が，教師は味方でないと被害者に思わ

せ「無力化」の進行につながったと考えられる。

告げ口の内容自体は不適切ではない可能性もある

が，教師や SC は，告げ口の背景にある意図や子

どもたちの人間関係を十分考慮する必要があるだ

ろう。 

なお，こういった恥辱強要いじめに有効なアプ

ローチを直接論じた先行研究は確認できなかった

が，個人の差別的扱いや尊厳を傷つけるという観

点から道徳教育を通した人権意識を涵養すること

が重要であると思われる。あるいは，侮辱や名誉

毀損が触法行為である可能性を理解させる心理教

育（例として下田，2018）が役立つことも考えら

れる。 

自殺の対人関係理論からの検討 

ここまで，中井（1997）の論考がいじめと自殺

との関連の考察において役立つ可能性が示された。

次に，松本（2016）や勝又・松本（2021）による

自殺の対人関係理論（Joiner et al.，2009）の適用

についてであるが，松本（2016）や勝又・松本（2021）

は，いじめと自殺との関連を論考する中で，自殺

願望を構成する要因の一つである「所属感の減弱」
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が「繰り返される暴言，教室のなかでの孤立，衆

人環視のなかでの辱め」といった形のいじめとし

て容易に生じる，と述べている。 

本研究において多く確認された言語いじめは，

この中の「暴言」に該当するであり，疎外いじめ

は「教室のなかでの孤立」に，そして恥辱強要い

じめは「（衆人環視のなかでの）辱め」に，それぞ

れ相当すると思われる。そのため，これらのいじ

めによる「所属感の減弱」が，自殺に至った要因

の一つとして考えられる。 

このように，自殺の対人関係理論の観点は本研

究結果と矛盾せず，いじめ問題に携わる心理職に

とって，自殺の対人関係理論はいじめから自殺に

至るプロセスを理解する観点として有益であると

思われる。今後も，これらの論考や観点の検証が

求められる。 

いじめの状況・プロセスについて 

未認定結果に特徴的な語句は確認されず，認定/

未認定結果に共通して多かったのは〔複数〕や〔継

続〕，〔記載なし〕であった。いじめからの影響を

認定するか否かにかかわらず，自殺という深刻な

事案では，複数の加害者であったりいじめが継続

したりするケースが多かったと思われる。なお〔記

載なし〕については，強制力のない第三者委員会

の調査では十分な情報が収集できなかったことが

影響している可能性もある。 

一方で認定結果には，〔孤立化〕や〔エスカレー

ト〕が多かった。いじめが継続するなかで，被害

者が孤立化したり行為や程度がエスカレートした

りすることが，自殺の要因となりうる，と解釈し

うる結果である。このうち〔孤立化〕については，

先述した中井（1997）の最初の段階の「孤立化」

に対応していると考えられる。そしていじめが〔エ

スカレート〕した結果，続く「無力化」や「透明

化」の段階に進んだことが考えられる。 

被害者の孤立化を防ぐことの重要性は，いじめ

研究の嚆矢である森田・清永（1986）の傍観者/

仲裁者の観点ですでに指摘されていることから，

いじめの仲裁者を育成する取り組みは引き続き重

要であるといえる。被害者を助けようとした中学

生は問題焦点型対処スキルや意思決定スキルなど

が高いといった報告があることから（川畑・池田・

山下ら，2018），こういったスキルを高める心理教

育は，仲裁者の育成にも役立つかもしれない。 

なおエスカレートの予防について，そもそもエ

スカレートや深刻化に関する実証的知見が乏しい

との指摘がある（加藤・太田・藤井，2018）。その

ような中で久保田（2013）は，いじめをエスカレ

ートさせる要因として，異質者排除や制裁といっ

た加害の口実，いじめによる利益の発生，いじめ

の遊び・快楽指向の影響を明らかにしている。し

たがって，いじめる理由を被害者の異質性や制裁

に帰属させないこと，いじめ行為の利益や快楽性

に付随する被害性や悪影響の理解を促す心理教育

が有効である可能性がある。あるいは，かしま

（2008）は「ほどほどで止める能力を育てる」と

いう観点から SC にできることを提案しており，

検討の余地があるだろう。 

まとめと今後の課題 

本研究により，自殺事案におけるいじめの態様

として言語いじめ，疎外いじめおよい恥辱強要い

じめが多いこと，いじめから自殺への影響を認定

した調査結果では，言語いじめとして「死ね」や

「消えろ」といった発言や〔揶揄〕が，疎外いじ

めとして〔傍観〕が，恥辱強要いじめでは〔汚い

物扱い〕が多いこと，そしていじめの状況・プロ

セスとして〔エスカレート〕と〔孤立化〕が特に

多いことが確認された。これｋらは，いじめの未

然防止や早期発見に際して特に留意すべき観点と

いえるかもしれない。なお先行研究では，未認定

結果に「学力低下」や「抑うつ」といったいじめ

以外の語句が確認されている（下田・吉村・平田，

2023）。そのため自殺予防の観点からは，学力低下

やメンタルヘルスの悪化など多様な観点を射程に

含み，本研究で示されたいじめの特徴を踏まえた

取り組みと有機的に関連づけることが望まれる。 

また，いじめの態様や状況・プロセスの理解に

あたり，中井（1997）の提唱するいじめの三段階

や松本（2016）や勝又・松本（2021）による自殺

の対人関係理論（Joiner et al.，2009）の観点の有
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効性が示唆された。いじめ防止活動において SC

に期待される役割は多様かつ大きいことから（石

川，2019），教育領域に携わる心理職は，これらを

はじめとするいじめに関する理論の習得や，基礎

研究あるいは予防および早期発見・早期対応に資

する実践知見の蓄積に寄与することが求められよ

う。 

最後に，これまで触れていない本研究の主な課

題を述べる。まず，今回収集された事案は新聞に

掲載されたという点でニュース性が高いといえ，

結果の一般化可能性を高めるために，調査結果の

収集・分析を継続する必要がある。次に，今回は

調査結果の事実認定における語句を中心に分析を

行ったことから，事案のより詳細な理解のために，

事実経過におけるプロセスの丁寧な分析や事例間

比較などが有益であろう。また，調査結果で述べ

られている学校の課題や再発防止の体系的な分

類・整理も必要である。最後に，不登校といった

他の重大事態は被害者が存命である点で自殺事案

と大きく異なることから，自殺事案以外の重大事

態における調査結果の分析も求められる。 
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